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二
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）

答

弁

第

二

四

号 

    

衆
議
院
議
員
長
谷
川
四
郞
君
提
出
信
用
金
庫
に
対
す
る
法
人
税
と
固
定
資
産
税
の
免
除
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
四
号 

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 

堤 
 

康 
次 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
長
谷
川
四
郞
君
提
出
信
用
金
庫
に
対
す
る
法
人
税
と
固
定
資
産
税
の
免
除
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一 

法
人
税
関
係 

信
用
金
庫
は
、
農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
等
と
同
様
の
特
別
法
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
相
当
の
収

益
を
あ
げ
て
い
る
法
人
も
あ
る
の
で
、
一
般
法
人
と
の
権
衡
を
も
考
慮
し
て
法
人
税
を
課
税
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
但

し
、
信
用
金
庫
は
中
小
企
業
者
等
の
相
互
的
金
融
機
関
で
あ
る
実
情
に
か
ん
が
み
そ
の
課
税
に
当
つ
て
は
特
に
税
率
も
一

般
法
人
よ
り
低
く
決
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
信
用
金
庫
が
預
金
者
等
に
対
し
て
な
す
事
業
分
量
に
応
ず
る
特
別
分
配 

は
、
こ
れ
を
損
金
に
算
入
す
る
等
そ
の
特
殊
性
を
充
分
に
考
慮
し
て
い
る
。
な
お
、
信
用
金
庫
を
非
課
税
法
人
と
す
る
こ

と
は
、
他
の
法
人
と
の
税
負
担
の
権
衡
、
財
政
需
要
の
現
状
等
か
ら
困
難
で
あ
る
。 

二 

固
定
資
産
税
関
係 

農
業
協
同
組
合
、
水
産
業
協
同
組
合
等
の
協
同
組
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
に
か
ん
が
み
必
要
や
む
を
得
な
い
事
務 



所
及
び
倉
庫
に
つ
い
て
の
み
固
定
資
産
税
を
非
課
税
と
し
て
い
る
が
、
信
用
金
庫
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
協
同
組
合
及

び
同
連
合
会
と
の
権
衡
を
考
慮
の
上
、
な
お
検
討
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




